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一般社団法人 次世代自動車振興センター

令和７年度補正
「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた

充電・充てん設備等導入促進補助金」

「設備登録の手続き」オンライン説明会
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2. 設備登録 全体日程、概略
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2. 全体の日程、概略

4月 ５月 ６月 ７月 8月 9月

事業開始

申請締切

審査委員会

公表

申請募集期間：令和8年4月20日（月）～令和8年8月31日（月）17:00

◼ 事業開始時点でホームページへの公表およびオンライン申請システムで申請可能な状態を希望される場
合は、5月7日（木）までに設備登録のメールアドレスまで申請してください。

※５月7日以降も申請は可能ですが、同日以降に申請された型式は、事業開始時点の補助対象設備とはなりません。
次回のホームページおよびオンライン申請システムへの反映は、6月末を予定しております。

◼ 事業開始時を除き、5月以降は毎月月末を申請締切とし、翌月中旬～下旬に開催される審査委員会
にて審議します。
審査の結果、承認された場合は、審査委員会開催月の月末までにホームページにて公表およびオンライ
ン申請システムへ反映されます。
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3. 充電設備の登録_変更点
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◼ 基礎充電のOCPP要件化

◼ 補助対象設備登録の際、以下機能がOCPP準拠となっていることが必要です。

①電源on/off機能 ➁認証機能 ③ステータス通知機能
④充電中以外の
ステータス通知機能

➄充電開始
停止通知機能

◼ 昨年度の公共用充電設備のOCPP要件化に加え、本年度以降、原則全設置場所で充電設備本
体のOCPP対応が補助要件となります。

◼ ただし基礎充電に関しては、本年度は次頁で示している設置方法もお認め致します。

⑥予約および⑦出力調整の機能については、必須要件で
はありませんが、仮に機能を搭載している場合、OCPPに準
拠していることを求めます。

⑥予約 ⑦出力調整機能
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◼ 基礎充電のOCPP要件化

A:OCPP対応 B：OCPP対応
（制御装置）

C：エコーネットライト対応
D：OCPP非対応

（エッジ化された設置方法）

◼ 本年度の基礎充電では、公共用などと同様の設置方法である
A:OCPP準拠の充電設備を設置する方法
に加えて、以下の設置方法もお認めをいたします。
B:制御装置による対応(ただし、コンセントまたはコンセントスタンドに限る)
C:エコーネットライト準拠の充電設備の設置
D:エッジ化された設置方法
※これら複数の設置方法を一つの申請内で組み合わせて申請をすることは出来ません
※また申請後に設置方法を変更する事も出来ません

OCPP OCPP

ECOHNET

※接続する充電設備はコンセントまたは
コンセントスタンドに限ります
※一つの申請で異なる種類のOCPP制御
装置を同時に使用する事は出来ません

※審査に時間がかかり、交付決定などが遅く
なる事があります
※エッジ化された設置方法と判断できない
場合は受付不可となる事があります
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◼ 基礎充電のOCPP要件化 A:OCPP対応

A:OCPP対応

◼ 公共用同様に、基礎充電においてOCPP対応の充電設備を設置する最も基本的な設置方法です。

◼ 申請システムで「A：OCPP対応」を選択すると、OCPP対応の充電設備のみ選択可能です。

OCPP
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◼ 基礎充電のOCPP要件化 B:OCPP対応（制御装置）

B：OCPP対応
（制御装置）

※接続する充電設備は
コンセントまたはコンセントスタンドに限ります

※一つの申請で異なる種類のOCPP制御装置を
同時に使用する事は出来ません

OCPP

◼ 基礎充電のみ、OCPP非対応のコンセント、またはコンセントスタンドを、OCPP制御装置とともに設置

する事が可能です。

◼ 全てのコンセント、コンセントスタンドがOCPP制御装置により制御されていることが必要です。

◼ OCPP制御装置は、あらかじめ登録された型式のものしか選択できません。

◼ また一つの申請で異なる種類のOCPP制御装置を同時に申請する事は出来ません。

◼ 申請システムで「B：OCPP対応（制御装置）」を選択すると、OCPP非対応のコンセント、コンセン

トスタンドのみ選択可能です。
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◼ 基礎充電のOCPP要件化 C:エコーネットライト対応

C:エコーネットライト対応

◼ 基礎充電のみ、エコーネットライト対応の充電設備を設置する事が可能です。

◼ 申請システムで「C：エコーネットライト対応」を選択すると、エコーネットライト対応の充電設備のみ

選択可能です。OCPP対応の充電設備と混在して設置する事は出来ません。

ECOHNET

ECHONET Lite（エコーネットライト）

エコーネットコンソーシアムが策定した
通信プロトコルの一種
スマートハウス向け制御プロトコルおよび
センサーネットプロトコルであり、
ISO規格およびIEC規格として
国際標準化されたもの
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◼ 基礎充電のOCPP要件化 D:OCPP非対応（エッジ化された設置方法）

◼ 基礎充電のみ、OCPP非対応の充電設備をエッジ化された設置方法として設置する事が可能です。
◼ エッジ化された設置方法とは、設置された充電設備がクラウド/サーバーなどによる外部制御を必要とせ
ず、設置された充電設備のみで充電を行う事の出来る設置方法です。

◼ 制御を伴わない制御装置、サーバーなどへの情報送信のみの通信は可能ですが、通信の為の機器、
サーバーと接続しないなどは補助対象となりません。

◼ 提出された図面などからエッジ化された設置方法であるかを審査する事になりますので、審査に時間が
かかり交付決定などが遅れます。またエッジ化された設置方法と判断出来ない場合受付不可となる事
をご了承ください。

D：OCPP非対応
（エッジ化された設置方法）

補助対象
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4. OCPP制御装置の登録



Copyright Next Generation Vehicle Promotion Center ２０２６ All rights reserved. 17

※接続する充電設備はコンセントまたは
コンセントスタンドに限ります

※一つの申請で異なる種類のOCPP制御装
置を同時に使用する事は出来ません

B：OCPP対応
（制御装置）

OCPP

◼ OCPP制御装置の登録

◼ R8年度より、OCPP非対応のコンセント、またはコンセントスタンドを、
基礎充電で「B：OCPP対応（制御装置）」として設置する為には、OCPP制御装置とともに
設置する必要があります。

◼ 設置するOCPP制御装置は、充電設備同様に事前に登録する必要があります。展開されている
OCPP制御装置の申請要件に従って、正しく申告してください。
（※詳しくは、次頁で説明いたします）

◼ OCPP制御装置の申請の際は事業健全性・継続性 自己申告書への回答は必要ありませんが、虚偽
の申請を行うと登録受付不可となります。

ブラッシュアップを佐々木さん中村
さんチームにお願いします
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◼ R7H事業より以下のように制御装置を定義し、以下要件で制御装置登録を募集(案内より抜粋)

申請可能となる制御装置

■制御装置概要

審査可能となる制御装置は、通信機能を持たない「充電用コンセント（２００Ｖ）」及び「充電用コンセントスタンド（２００Ｖ）」に対し、

ＯＣＰＰ管理サーバー（ＣＳＭＳ）等へのＯＣＰＰによる通信を可能とする装置となります。

＜制御装置の申請要件＞

以下の要件をすべて満たすこと又は制御装置申請者が同意すること。

①制御装置の型式が定まっていること。

②制御装置は「ＯＣＰＰ」に準拠していること。

③センターが認めた型式及び製造番号を制御装置本体で確認できること。

④制御装置申請者による品質確認が終了していること。

⑤販売価格及び目標販売台数が確定していること。

⑥制御装置の製品原価を提示すること。OEMの場合は、制御装置申請者が調達先から購入した金額を製品原価として提出すること。

（製品原価は、制御装置の審査及びセンターが補助金交付申請を受け利益等排除に該当する場合に補助金算出の目的でのみ使用）

⑦制御装置申請者は、補助金交付申請者(制御装置購入者に同じ。)に対し、直接、制御装置の保証書を発行しなくてはならない。

ただし、制御装置申請者が工事施工業者、制御装置を販売する子会社、又は販売代理店などに保証書の発行を委託する場合はこの限りでない。

この場合は、制御装置申請者が個々の保証内容を管理し、補助金交付申請者に対して保証義務を有するものとする。

⑧制御装置に市場不具合が発生した場合には、申請者が当該不具合の発生を承知した日から１週間以内に不具合内容と対策を

センターに報告すること。

⑨制御装置に市場不具合が発生し制御装置の稼働や撤去の状況等をセンターが求めた場合には、補助金交付申請者が設置した制御装置の稼働

や撤去の状況等を報告すること。

◼ OCPP制御装置の登録
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5. 登録に当たっての注意事項
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◼ 登録に当たっての注意事項 （事業健全性・継続性 自己申告書）

◼ 本年度より、充電設備登録を行う設備メーカーは事業健全性・継続性 自己申告書の質問に正しく
回答を行っていただく事を要件とします。

◼ 以下、本事業健全性・継続性 自己申告書の運用にあたって経済産業省からの展開文です。

経済産業省展開文

国は、2030年に充電設備30万口の整備を目標に掲げ、これまで充電設備補助金を通じて、充電設備の導入・整備を支援してき
ました。その結果、全国の充電設備数は着実に増加してきており、充電環境の整備は一定程度進展してきていると認識しています。

一方で、EVの普及は現時点では必ずしも十分に進展しているとは言えず、これに伴い、充電事業についても、需要見通しや収益性
の確保といった点で、不確実性が高い状況が続いています。

このため、今後の充電設備整備においては、設備数の拡充を図るにとどまらず、補助金への過度な依存を避けつつ、民間事業者が
主体となって持続的に充電事業を運営できる環境を整備していくことが重要であると考えています。

こうした考え方を踏まえ、充電事業の自立化を段階的に進めるとともに、EVのさらなる普及を後押しするため、令和7年度補正事業
より、補助制度の運用内容の一部見直しを行うこととなりました。

具体的には、充電機器の登録時において、設置後の保守・点検等を含むアフターサービスの取組内容、将来の事業運営を見据えた
計画についての申告を求めるものです。なお、今年度においては、これらの項目について、メーカーの皆様に十分にご検討いただくことを
重視しております。

そのうえで、次年度以降の補助金交付制度においては、今回ご申告いただく項目を評価指標として活用することによる、より実効性の
高い支援の在り方について検討を進めていく考えです。

今後も、事業の適正な運用を通じて、充電インフラ全体の信頼性および持続性の確保に取り組んでまいります。
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◼ 登録に当たっての注意事項 （事業健全性・継続性 自己申告書）

◼ 事業健全性・継続性 自己申告書回答票に、漏れなく正しく申告を行ってください。本年度は虚偽の
回答でない限りはいかなる回答内容であっても登録に影響はありません。

◼ 質問への回答が、未定や検討中であることなどを理由に出来ない項目がある場合、正直に未定や検
討中であることを申告いただいたうえで、その理由や決定予定時期などを詳しく記載してください。

✓ 本様式は交付申請時の自己申告用です。記載内容が

虚偽の場合、審査停止・交付決定取消等の対象となり

得ます。

✓ 本申告書の記載内容が事実に相違ないことを代表者、

権限者名で宣誓頂きます。

（※代表者、権限者は、貴社の社内決済等のルール

上でご判断をいただけますと幸いです）

✓ 根拠資料は最小限添付してください。

✓ 次年度以降の事業において、事業健全性・継続性 自

己申告書を実施する際の評価項目とする可能性があり

ます。

✓ また、必要に応じて経済産業省からヒアリングをさせてい

ただくことがあります。
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◼ 登録に当たっての注意事項 （基本的留意事項)

申請に関してのお願い
◼ 派生型式（シリーズ）の相違点を確認できる資料の提出

◼ 充電設備の中には、シリーズとして派生型式が申請されておりますが、その派生型式は
基の型式からどのような変更および改良されているのか、その内容（出力、機能、外観など）が
確認できる書類を提出ください。

◼ 書類の不備不足
◼ 提出に必要な書類として、仕様書や第三者認証機関発行の認証書などが必要となります。

（※詳しくは、HP掲載のご案内資料をご確認ください）
◼ 提出書類が不足すると、設備登録に遅れが生じてしまいますので書類に不備不足がないかご確認

の上、ご提出をお願いいたします。
◼ 頻発する不備としては、センターが規定する記載項目に則っていない保証書の提出や構成品に

関連する資料の不足がございます。

◼ 構成品説明の明記
◼ 申請書に構成品を明記いただく必要がございます。
◼ 説明のない状態でご提出されることが頻発しておりますので記載のほどお願いいたします。
◼ なお、構成品とは、「申請される型式」として成立するために必要な機器または部材であり、

かつ販売価格に含まれているものを指します。
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◼ 登録に当たっての注意事項 （フォーマット変更)

◼ 申請書の様式変更
◼ 今年度からExcelファイル形式のフォーマットに変更いたしました。
◼ 一度の申請で、複数の型式を一括で申請することが可能となります。以下、イメージになります。

◼ 申請可能となる充電設備
◼ 充電設備の通信規格の標準化に伴い、通信規格を持つ充電設備については、
「OCPP」もしくは「ECHONET Lite」に準拠している通信規格を持つ充電設備のみ申請可能
です。

◼ 上記以外の充電設備については「スタンドアローン」 （外部通信機能を持たない）であること
が要件となります。
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◼ 充電設備登録時に申告いただく製造工場・原産国、および原価については、以下のガイドラインに基づ
き申告いただくようお願いいたします。

製造工場・原産国
製造工場・原産国は、当該製品が充電設備としての機能・性能・用途を確定するための最終的か
つ実質的な製造工程（主要コンポーネントの最終組立、通電試験及び製品としての性能・安全性
確認）が実施された製造工場、及びその工場が立地する国を申告してください。

製造原価
製造原価は当該充電設備を通常販売可能な完成品とするために必要な費用を基礎として、各メー
カーが自己の原価管理に基づき申告するものとします。申告に当たっては、販売管理費や利益相当
額などは原価に含めないでください。

※本申告は原産国や製造原価の厳密な検証を目的とするものではなく、補助金の公平性確保の観点から、申告の考え方を一定程度
共有することにより、不当な利益の計上を抑止することを趣旨としています。
ただし、申告内容に不明な点がある場合、確認や追加の説明などを求める場合があります。

◼ 登録に当たっての注意事項 （製造工場・原産国と製造原価の申告)
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◼ 充電設備登録に当たって (販売計画のない充電設備の登録等)

◼ 令和７年度補正「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助
金」申請者に向けた具体的な販売計画のない充電設備については、設備登録を行う事を出来る限り
お控えください。
→ 登録された機種は申請システムのプルダウンメニュー内に記載する必要がありますが、販売実績の

ない多数の機種が登録されている為、申請者の錯誤の原因となり、申請が受付不可となる問題も
発生しています。

◼ 合理的な理由がないにもかかわらず、令和７年度補正予算の本補助金で申請が行われなかった
設備に関しては、次年度以降の設備登録の申請があっても受け付けを認めない可能性がありますので、
ご注意ください。
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6. 事前にいただいていたご質問
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【事業健全性・継続性 自己申告書】

Q１ ・7. 実務実態 多様な調達先の確保 の項目で「主要コンポーネントであるインバータ、

制御基板の調達先（メーカー名、及び所在国）を把握していますか」という設問があります。

こちらの設問はパワーモジュールではなくインバータ（DC→AC変換）で

間違いないでしょうか？

A1 ・こちらは主要の部品等のあくまで例示をしているとご理解ください。登録する充電設備の

構成に合わせ「充電設備の主要コンポーネントのメーカー名、

及び所在国を把握されているか」等と読み替えていただければと思います。

Q２ ・7. 実務実態 多様な調達先の確保 の項目で調達先についてですが、

記載は国名のみで問題ないでしょうか？

調達先の資料というものがイメージできず、資料というのはどのようなものを

指しておりますでしょうか？

A2 ・記載は国名のみで構いません。充電設備の主要コンポーネントごとに調達先が

記載された資料がありましたらご提出ねがいます。
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【事業健全性・継続性 自己申告書】

Ｑ３ ・全体的にG列を確認すると、任意という部分が多いイメージですが、

あくまでも任意ということで、空白で提出しても今後、審査上問題ないでしょうか？

Ａ３ ・虚偽の申告が無ければ、今年度は空白であることを理由に登録を許可しないことは

ありません。

ただし未定や検討中であること、あるいは公表できない情報である事などを理由に

質問への回答が出来ない項目がある場合、空白で提出するのではなく、

未定や検討中であることを申告いただいたうえで、その理由や決定予定時期などを

詳しく記載してください。

※回答内容によってはセンター、または経産省から質問を行う場合があります。
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【充電設備OCPP準拠について】

Ｑ４ ・通信規格を有する充電設備は「OCPP」準拠とありますが、従来の「非OCPP」認証機を
搭載した充電設備は一切申請できないということでしょうか。
（昨年度は申請・承認頂いておりました。）

Ａ４ ・今年度の補助申請においては、基礎充電でも「A:OCPP準拠」、
「 C:エコーネットライト準拠」または「B、D：外部通信機能なし」に該当する
充電設備のみが申請可能となります。
従来の「非OCPP」通信規格の充電設備は、設置可能な要件が無くなるため、
設備登録不可となります。
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【充電設備OCPP準拠について】

Ｑ５ ・「OCPP」に準拠しない充電設備は「スタンドアローン」（外部通信機能を有しないもの）との
説明がありましたが、弊社より昨年度、新たに申請させて頂いた製品についてご確認を
お願い致します。
同製品はOCPP通信ですが事業所等に主眼を置いた製品であるため認証機能を
有していません。
最大6台のディスペンサで構成され、PCやスマートホンなど離れた場所で充電状況の確認や
充電情報の管理ができるようサーバ接続されるため通信は行いますが、
課金事業者等の外部と通信するものではありません。
上記の通り通信は行いますが社外接続のない閉じた形でのスタンドアローンと捉えています。
上記状況から当製品は申請・承認の対象として扱って頂ける製品であると考えておりますが、
この理解で相違ございませんでしょうか。

A5 ・申し訳ございませんが個別の事象に対する事前審査は行っておりません。
必要事項を記載した申請を行い、登録審査の結果をお待ちください。
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【充電設備登録】

Ｑ６ ・充電設備がECHONET Lite対応していることのエビデンスはどのように提示したら

よろしいでしょうか？

エコーネットコンソーシアムのホームページのAIF認証取得のホームページに掲載されて

いることを示すことでよろしいでしょうか？

それともAIF認証書を添付すればよろしいでしょうか？

Ａ６ ・指定する提出資料はありませんが、客観的にECHONET Lite認証を取得している事の

証跡をご提出いただけますようお願いいたします。
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【充電設備登録】

Ｑ７ ・通信規格に準拠しない充電設備については、「スタンドアローン」（外部通信機能を

有しないもの）であること、と説明がありましたが、これは充電設備自身が

スタンドアローンであっても、上位に通信機器があり認証や課金を行っている場合には

スタンドアローンとはみなされないでしょうか？

Ａ７ ・充電設備がスタンドアローンであり、設置された充電設備を使用する際に

外部からの通信や制御に依存しない事が必要となりますので

ご質問の状態はスタンドアローンではないと判断いたします。

なお、コンセント、コンセントスタンドに関しては、登録されたOCPP制御装置と

組み合わせて使用する事は可能です。

。
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【充電設備登録】

Ｑ８ ・通信規格については「OCPP」と「ECHONET Lite」の準拠が要件化されると

理解をしております。

通信規格を持つ充電設備については「OCPP/ECHONET Lite」いずれかに準拠していれば

OKとの認識です。

一方で、外部通信を有さない充電設備においてはOCPPの制御装置があれば、

要件に準拠する理解ですが、ECHONET Liteの制御装置であった場合についても

要件に準拠する形が望ましいと思いますが、いかがでしょうか？

上記整理により、通信規格を持つ充電設備であれば両規格に対応する内容と整合性が

取れると考えています。

Ａ８ ・外部の制御装置で登録をお認めするのはOCPP準拠の制御装置のみです。

ECHONET Liteの制御装置は登録をお認め致しませんのでご注意ください。

また、OCPP制御装置によりOCPP準拠と見做す充電設備は、コンセントと

コンセントスタンドに限りますのでこちらもご注意ください。
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【充電設備OCPP準拠について】

Ｑ9 ・今回「OCPP制御装置」を登録しようとしています。OCPPに準拠していれば、電源
ON/OFF機能だけしか持たない制御装置でも登録可能ですか。

A9 ・申し訳ございませんが個別の事象に対する事前審査は行っておりません。必要事項を記載し
た申請を行い、登録審査の結果をお待ちください。

今回新たに登録を受け付ける「OCPP制御機器」についても、充電設備のOCPP準拠の際必
須項目としている、①電源ON/OFF機能、➁認証機能、➂ステータス通知機能、④充電中以外のス
テータス通知機能、➄充電開始停止通知機能については確認をさせていただく予定です。
また、⑥予約、➆出力調整機能についても、機能を持っている場合はOCPP準拠となっていることが必
要ですのでご注意ください。
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一般社団法人 次世代自動車振興センター

令和７年度補正
「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた

充電・充てん設備等導入促進補助金」

「設備登録の手続き」オンライン説明会
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